-------------------------
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高知県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正する規則をここに公布する。
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高知県知事　濵田　省司
高知県規則第　号
高知県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正する規則
高知県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則（昭和40年高知県規則第83号）の一部を次のように改正する。
第20条を次のように改める。
（手帳の交付等の申請手続等）
第20条　省令第23条第１項（省令第28条第１項（省令第29条において準用する場合を含む。）において準用する場合を含む。）に規定する手帳（法第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳をいう。以下同じ。）の交付等の申請書（政令第７条第４項の規定による他の都道府県への居住地の変更の届出に伴う同条第５項の規定による手帳の交付に係る申請書を含む。）は、別記第30号様式によるものとする。
２　省令第25条の規定による手帳の様式は、別記第30号様式の２のとおりとする。
３　省令第30条第１項に規定する手帳の再交付の申請書は、別記第30号様式の３によるものとする。
第21条第１項中「第23条第１号」を「第23条第２項第１号」に改め、同条第２項中「第23条第２号」を「第23条第２項第２号」に改める。
第22条中「手帳の交付等の申請に対して」を「法第45条第１項の規定による手帳の交付の申請、同条第４項の規定による精神障害の認定の申請又は政令第９条第１項の規定による障害等級の変更の申請に対して」に、「当該手帳の交付等の」を「当該」に改める。
第23条中「政令」を「省令第26条の規定による政令」に、「は、別記第33号様式によるもの」を「の様式は、別記第33号様式のとおり」に改める。
第24条を次のように改める。
（氏名等の変更の届出手続）
第24条　政令第７条第２項又は第４項の規定により氏名又は居住地の変更の届出をしようとするときは、別記第30号様式の３によるものとする。
別記第８号様式を次のように改める。



別記第19号様式を次のように改める。



別記第25号様式を次のように改める。



別記第30号様式を次のように改める。



別記第30号様式の次に次の２様式を加える。



別記第31号様式を次のように改める。



別記第34号様式を削る。
附　則
（施行期日）
１　この規則は、公布の日から施行する。
（経過措置）
２　この規則による改正前の高知県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則別記様式は、この規則による改正後の高知県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の規定にかかわらず、残品の限度で使用することができる。
































規　則
◎高知県精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部を改正する規則

